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①
耐
震
改
修
②
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
③
省
エ
ネ
改
修
工
事
を

行
う
と
、
固
定
資
産
税（
家
屋
）

が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
（
都
市
計
画
税
は
対
象
外
）。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
担
当
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
①
の
減
額
は
、
②
③
と
同
時

に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
②
と

③
の
減
額
は
同
時
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

○
申
告
方
法　

改
修
工
事
完
了

日
か
ら
3
カ
月
以
内
に
、
申

告
書
、
改
修
費
用
を
証
す
る

書
類
、
該
当
工
事
証
明
書
を

担
当
へ

※
②
は
介
護
保
険
被
保
険
者

証
の
写
し
ま
た
は
障
害
者
手

帳
な
ど
を
加
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　相互提案型協働事業とは、市民活
動団体の発想を生かして協働でまち
づくりに取り組んでいくもので、団
体から事業プランを募集する「市民
活動団体提案型協働事業」と、市が
提案した事業に団体から事業プラン
を募集する「市提案型協働事業」が
あります。住み良い地域社会を目指
して、熱意とアイデアに満ちた提案
をお願いします。
○募集期間　 7月11日（月）〜 8月
12日（金）
○事業実施期間　平成29年 4 月〜平
成30年 3 月
○対　象　 1年以上継続して活動す
る座間市民活動サポートセンター
登録団体など
○応募方法　直接担当へ
○問い合わせ先　座間市民活動サポ
ートセンター　☎046（255）0201
平成29年度事業募集説明会
　市民活動団体提案型協働事業の仕
組みと提案・応募の流れについての
説明会を開催します。
○と　き　 7月 8日（金）午後 6時
〜
○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター） 3階　多目的室
○参加方法　当日直接会場へ
担当� 市民協働課
� ☎046（252）7966　5046（255）3550

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
促
進

を
目
的
に
、
次
の
要
件
を
満
た

す
住
宅
の
固
定
資
産
税（
家
屋
）

を
減
額
し
ま
す
。

※
長
期
優
良
住
宅
の
減
額
措
置

は
、
新
築
住
宅
の
減
額
措
置
に

代
え
て
適
用
し
ま
す
。

○
住
宅
要
件　

県
の
認
定
を
受

け
て
平
成
21
年
6
月
4
日
〜

平
成
30
年
3
月
31
日
に
新
築

し
た
住
宅

○
床
面
積
要
件　

▽
専
用
住
宅

＝
50
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上（
一

戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅
は

40
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
）
2

　

８
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
▽

併
用
住
宅
＝
居
住
部
分
の
床

面
積
が
50
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
2
8
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
○
減　

額　

▽
居
住
部
分
１
₂

　

0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
＝
固

定
資
産
税
の
2
分
の
1
▽
居

住
部
分
が
1
2
0
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
2
₈
0
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
＝
1
２
0
平
方

メ
ー
ト
ル
相
当
分
の
固
定
資

産
税
の
2
分
の
1
（
1
2
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部

分
は
減
額
不
可
）

○
減
額
期
間　

▽
一
般
住
宅
＝

新
築
後
5
年
度
分
▽
3
階
建

て
以
上
の
中
高
層
耐
火
・
準

耐
火
建
物
＝
新
築
後
7
年
度

分
○
申
請
方
法　

新
築
し
た
年
の

翌
年
の
1
月
31
日
ま
で
に
、

必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
告

書
と
県
の
長
期
優
良
住
宅
認

定
を
証
す

る
認
定
通

知
書
（
写

し
）
を
直

接
担
当
へ

市相互提案型協働事業の
提案募集

耐
震
改
修
な
ど
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額

担
当�
固
定
資
産
税
課　

☎
0
4
6（
2
5
2
）8
0
4
7

�

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

長
期
優
良
住
宅
に
対
す
る

固
定
資
産
税
の
減
額

担
当�

固
定
資
産
税
課　

☎
0
4
6（
2
5
2
）8
0
4
7

�

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

　

地
震
の
際
に
家
具
の
下
敷
き

に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
「
家
具
転

倒
防
止
板
」
の
設
置
が
困
難
な

世
帯
に
対
し
て
、
一
世
帯
4
台

を
上
限
に
市
の
委
託
業
者
が
設

置
工
事
を
行
い
ま
す
。

※
背
面
を
壁
に
接
し
て
い
な
い

家
具
は
取
り
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
対　

象　

自
力
で
家
具
転
倒

防
止
対
策
が
困
難
な
65
歳
以

上
の
高
齢
者
だ
け
の
世
帯
お

よ
び
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・

2
級
の
方
だ
け
の
世
帯
（
過

去
に
利
用
し
た
世
帯
を
除
く
）

※
右
記
に
準
ず
る
世
帯
も
対

象
に
な
り
ま
す
。

○
費　

用　

1
6
7
8
円
（
取

付
作
業
費
）
に
家
具
転
倒
防

止
板
購
入
費
（
幅
90
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
家
具
1
台
で
8

　

０
０
円
程
度
）
を
加
え
た
額

※
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
取

付
作
業
費
は
無
料
。
畳
の
上

の
家
具
は
1
台
1
0
0
円
程

度
加
算
し
ま
す
。

○
申
込
方
法　

申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
▽
8
・
9

月
取
り
付
け
＝
7
月
8
日（
金
）

ま
で
▽
10
・
11
月
取
り
付
け

＝
8
月
15
日
（
月
）
〜
9
月

9
日
（
金
）
に
直
接
担
当
へ

家
具
転
倒
防
止
板
設
置
工
事

担
当�

福
祉
長
寿
課　

☎
0
4
6（
2
5
2
）7
1
2
7

�

5
0
4
6（
2
5
6
）3
6
0
0

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

対
　
象

昭和57年 1 月 1 日
以前に建てられ、
平成18年 1 月 1 日
〜平成30年 3 月31
日に耐震改修工事
を行った住宅

新築から10年以上を経過し、
平成19年 4 月 1 日〜平成30年
3 月31日にバリアフリー改修
工事を行った住宅（賃貸住宅
を除く）

平成20年 1 月 1 日以前に建て
られ、平成20年 4 月 1 日〜平
成30年 3 月31日に、省エネ改
修工事を行った住宅（賃貸住
宅を除く）

要
　
件

● 耐震基準に適合
している
●改修費用が50万
円を超える

● 65歳以上の方、要介護認定
または要支援認定を受けてい
る方、障がい者のいずれかが
居住する
●手すりの取り付け、床の段
差の解消などの改修工事で、
補助金などを除く自己負担が
50万円を超える

●窓の改修工事（必須）、床・
天井・壁の断熱などの改修工
事
●改修の費用が50万円を超え
る

減
　
額

固定資産税の 2分
の 1（上限120平方
メートル）

翌年度分の固定資産税の 3分
の 1（上限100平方メートル）

翌年度分の固定資産税の 3分
の 1（上限120平方メートル）

対象と要件

※市税の滞納がある場合は適用されません。
※平成25年 3 月31日までに改修の契約を締結した場合は、改修費用30万円以上が対象です。

○
と　

き　

7
月
30
日
（
土
）

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

の
間
で
約
45
分
（
申
込
順
・

時
間
予
約
制
）

○
と
こ
ろ　

市
公
民
館
2
階　

会
議
室

○
相
談
員　

県
建
築
士
事
務
所

協
会
座
間
支
部
会
員

○
対　

象　

昭
和
56
年
5
月
31

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造

住
宅

○
持
ち
物　

受
付
後
に
市
が
送

付
す
る
書
類
、
確
認
申
請
な

ど
の
図
面
（
略
図
可
）
、
建

物
状
況
が
分
か
る
写
真
な
ど

○
申
込
方
法　

6
月
29
日（
水
）

ま
で
に
電
話
で
担
当
へ

　

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
誰

で
も
で
き
る
わ
が
家
の
耐
震

診
断
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

◆
相
談
会
を
受
け
た
方
の
補
助

▽
耐
震
診
断
希
望
者
＝
耐
震
診

断
費
の
2
分
の
1
（
上
限
5
万

円
）

▽
改
修
計
画
書
作
成
希
望
者
＝

改
修
計
画
書
作
成
費
用
の
2
分

の
1
（
上
限
5
万
円
）

▽
耐
震
改
修
工
事
実
施
者
＝
現

場
立
会
い
費
用
の
2
分
の
1（
上

限
3
万
円
）
お
よ
び
耐
震
工
事

費
用
の
2
分
の
1
（
上
限
50
万

円
）
、
一
定
の
収
入
に
満
た
な

い
場
合
は
20
万
円
を
加
算
、
市

内
施
工
者
の
場
合
は
20
万
円
加

算※
住
宅
耐
震
改
修
を
し
た
場
合
、

所
得
税
額
の
特
別
控
除
お
よ
び

固
定
資
産
税
額
の
減
額
措
置
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

木
造
住
宅
無
料
耐
震
相
談
会

担
当�

建
築
住
宅
課　

☎
0
4
6（
2
5
2
）7
3
9
6

�

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

　

市
で
は
、
建
物
の
耐
震

診
断
に
つ
い
て
、
電
話
や

訪
問
な
ど
の
個
別
勧
誘
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

座
間
の
夏
の
風
物
詩
ひ
ま
わ

り
ま
つ
り
の
運
営
（
案
内
・
誘

導
な
ど
）
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ス

タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
。
ス
タ

ッ
フ
に
は
昼
食
と
飲
み
物
、
帽

子
を
支
給
し
ま
す
（
報
酬
と
交

通
費
は
支
給
し
ま
せ
ん
）
。

○
活
動
日
時　

7
月
21
日（
木
）

〜
26
日
（
火
）
、
8
月
11
日

（
木
）
〜
16
日
（
火
）
い
ず

れ
も
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

30
分
（
現
地
集
合
・
解
散
）

○
活
動
場
所　

ひ
ま
わ
り
ま
つ

り
会
場
（
栗
原
・
座
間
）

○
対　

象　

16
歳
以
上
の
方　

○
応
募
方
法　

住
所
、氏
名
、年

齢
、
連
絡
先
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
希
望
日
を
明
記
し
7
月

1
日（
金
）ま
で
に
電
話
、フ

ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
担
当
へ

ひ
ま
わ
り
ま
つ
り

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
募
集

担
当�

市
ひ
ま
わ
り
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局（
商
工
観
光
課
内
）

�

☎
0
4
6（
2
5
2
）7
6
0
4

�

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0


